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第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

回次
第22期

第1四半期累計期間
第23期

第1四半期累計期間
第22期

会計期間
自2020年7月 1日
至2020年9月30日

自2021年7月 1日
至2021年9月30日

自2020年7月 1日
至2021年6月30日

事業収益 （千円） 27,726 － 108,945

経常損失（△） （千円） △210,649 △198,591 △555,112

四半期（当期）純損失（△） （千円） △210,962 △198,904 △531,034

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － －

資本金 （千円） 4,596,568 4,979,660 4,954,952

発行済株式総数 （千株） 7,056 8,873 8,738

純資産額 （千円） 40,832 304,373 437,972

総資産額 （千円） 1,076,085 1,138,365 1,295,610

1株当たり四半期（当期）純損失

金額（△）
（円） △29.89 △22.48 △70.01

潜在株式調整後1株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

1株当たり配当額 （円） － － －

自己資本比率 （％） △4.1 17.8 27.2

（注）1．当社は四半期連結財務諸表を作成していませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移について

は記載していません。

　　　2．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載していません。

　　　3．潜在株式調整後1株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期

（当期）純損失金額であるため記載していません。

　　　4．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を当第１四半期会計期間の期首か

ら適用しております。なお、主要な経営指標等に与える影響はありません。
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2【事業の内容】

　当第1四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第2【事業の状況】

1【事業等のリスク】

　当第1四半期累計期間において、下記「(1) 継続企業の前提に関する重要事象等について」および「(2) 潜在株

式の行使による当社株式価値の希薄化について」の他に、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスク

についての重要な変更があった事項はありません。

　なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において判断したものです。

 

(1) 継続企業の前提に関する重要事象等について

　当社が手がける創薬事業は、医薬品として承認された製品の売上による事業収益の計上までに多額の資金と長い

時間を要する等の特色があります。当社は創業以来現時点まで製品の売上による事業収益を計上しておらず、ま

た、現時点において、医薬品として承認された製品、承認が確実となっている開発品のいずれも有していません。

　現在開発を進めている医薬品候補化合物は、CBP501については臨床第2相試験初期、CBS9106については臨床第1

相試験終盤の段階にあります。これらの候補化合物の開発が今後順調に進捗し医薬品として承認され事業収益に寄

与する保証はなく、また、順調に進捗した場合にはさらに多額の資金を投入して開発を進める必要があり、この資

金の源泉となる製薬企業等との提携等が必要となるところ、当社は現時点において、CBP501については製薬企業等

との提携関係を有しておらず、CBS9106については提携パートナーを有しているもののこの提携による収益は現在

発生していません。この状況により当社には、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在してい

ます。

　当該状況を解消すべく、当社は、過去に実施したCBP501臨床試験の結果ならびにそのデータの詳細な解析によっ

て得られた知見、免疫チェックポイント阻害抗体の併用による臨床試験（フェーズ1b試験）で得られた有望な結果

を踏まえ、現在進めている臨床第2相試験の推進と戦略提携の成立を最重要課題として収益の獲得に努めます。

CBS9106に関しては、ライセンス先である米国 Stemline Therapeutics, Inc.（以下「Stemline社」）の臨床試験

推進への協力によって所定のマイルストーン収入等の早期実現を図っていきます。併せて、後続のパイプラインに

関しても、早期アライアンスの獲得活動を進めていきます。

　また、「2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (6)資本の財源および資金の

流動性についての分析」に記載のとおり、必要に応じて資金調達等を実施することも検討していきます。

 

(2) 潜在株式の行使による当社株式価値の希薄化について

　当社は、当社取締役、従業員および社外協力者等の業績向上に対する意欲や士気を高め、また優秀な人材を確保

する観点から、ストック・オプション制度を導入しており、会社法に基づき、株主総会の決議において承認を受

け、新株予約権を取締役および従業員に対して付与しています。

　また、当社は、資金調達を目的として、転換社債型新株予約権付社債および新株予約権を発行しています。

　その総量は、当第1四半期会計期間末現在における当社の発行済株式総数の92.2％です。

　今後についても優秀な人材確保のために、同様のインセンティブプランを継続して実施する可能性があります。

また、新株予約権を活用した資金調達を実施する可能性もあります。このため、既に付与された、もしくは今後付

与される当該新株予約権の行使が行われた場合には、当社の1株当たりの株式価値は希薄化する可能性がありま

す。
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2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において判断したものです。

　なお、当社は、単一セグメント（「医薬品」）により構成されているため、セグメントごとの記載はしていませ

ん。

 

(1) 経営成績および財政状態

　当社の属する抗癌剤開発の領域は、臨床上の治療満足度が未だ低くアンメットニーズが大きいことなどから、世

界の製薬企業や当社同様のベンチャー企業（創薬ベンチャー）が、それぞれの強み・特色を活かした画期的新薬の

開発を目指し、研究開発に日々しのぎを削っています。

　この中で当社は、独自の創薬アプローチを活かした基礎研究および臨床開発に取り組みました。

　当社の開発パイプライン中で最も先行している化合物CBP501は、当社独自のスクリーニング（薬剤探索）から獲

得された、蛋白質カルモジュリンの制御機能を調整し複数の作用により免疫コールド（癌を攻撃するT細胞の乏し

い状態）な癌を免疫ホット（T細胞が存在し癌を攻撃できる状態）な癌にすることで抗癌活性を示す、独特の抗癌

剤（免疫着火剤）です。米国FDAの規制下で、免疫チェックポイント阻害抗体との併用による臨床試験（フェーズ

1b試験）を実施しています。同臨床試験は現在、後半部分である拡大相（対象：膵臓癌・直腸大腸癌）の投与を終

え最終報告書の受領を待つ最終盤段階にあり、続く第2相臨床試験に取り掛かっています。

　また、2つ目の候補化合物CBS9106は、同じスクリーニングから獲得された、可逆的XPO1阻害剤です。当社は同化

合物について、開発・製造・商業化にかかる全世界における独占的権利を供与するライセンス契約をStemline社と

の間で締結しています。なお、この提携による収益は現在発生していません。

　さらに当社は、これら2つの候補化合物の開発を推進すると共に、これらの開発の過程で新たに得られた知見を

踏まえて創出したCBP-A08、静岡県立大学との共同研究により最適化を進めているIDO/TDO阻害剤など、新規候補化

合物の創出・開発パイプラインの拡充に向けて、探索研究を実施しています。

　以上の結果、当第1四半期累計期間の研究開発費は、前年同四半期比50,608千円減少の133,726千円となりまし

た。販売費及び一般管理費は、前年同四半期比8,053千円増加の61,543千円となりました。研究開発費と合わせた

事業費用は、前年同四半期比42,555千円減少の195,270千円となりました。

　この結果、営業損失は前年同四半期比14,829千円損失減の195,270千円、経常損失は前年同四半期比12,057千円

損失減の198,591千円、四半期純損失は前年同四半期比12,057千円損失減の198,904千円となりました。

 

　当社の財政状態は次のとおりです。当第1四半期会計期間末の総資産は1,138,365千円となり、前事業年度末比

157,244千円の減少となりました。資産の部においては、主として臨床試験の進捗により流動資産の現金及び預金

が102,907千円減少しました。負債の部においては、臨床試験の進捗に伴い、流動負債の未払金が10,972千円減少

しました。また、固定負債に転換社債型新株予約権付社債749,994千円を計上しています。純資産の部において

は、四半期純損失の計上により利益剰余金が198,904千円減少しました。また、新株予約権の行使および発行に伴

い、資本金および資本準備金がそれぞれ24,708千円増加するとともに新株予約権が15,889千円増加しました。

 

(2) 事業上および財務上の対処すべき課題

　当第1四半期累計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上および財務上の課題について重要な変更はあ

りません。

 

(3) 研究開発活動

　当社は、CBP501およびCBS9106という複数の臨床開発段階の抗癌剤候補化合物を創出した当社の創薬アプロー

チ、これらの臨床開発の過程で得られた知見とノウハウおよび癌免疫に集中した基礎研究の蓄積をもとに今後複数

の抗癌剤を創出し得ると考えており、これに基づいた抗癌剤の研究開発活動を行っています。

　CBP501に関しては、免疫チェックポイント阻害抗体との併用による臨床試験（フェーズ1b試験拡大相）を実施

し、これと並行して第2相臨床試験に取り掛かっています。

　さらに、中長期的な企業価値の向上を見据え、CBP501・CBS9106に続く次世代化合物パイプラインとして、CBP-

A08、IDO/TDO阻害剤等についても、財務上の制約等を勘案しつつ、研究開発を進めています。

　この結果、当第1四半期累計期間における研究開発費は、133,726千円で、前年同四半期比50,608千円減少となり

ました。
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(4) 経営成績に重要な影響を与える要因

　当社は、研究開発型ベンチャーであり、将来は当社開発の抗癌剤の上市後において製品売上高の計上により利益

を確保する計画ですが、それまでの先行投資期間においては抗癌剤の研究開発費負担等から損失を計上する予定で

す。なお、先行投資期間においては、主に提携製薬会社からの収入が損益改善に寄与する可能性があります。

　CBP501については、現在アライアンス活動を積極的に進めています。その結果として新規提携パートナーが確保

された場合には、契約一時金やマイルストーン、受取研究開発費等の収入を受取る可能性があり、当面は開発の進

捗状況および当該アライアンス活動の状況が当社の損益に大きな影響を与えます。

　また、CBS9106については開発・製造・商業化にかかる全世界における独占的権利をStemline社に供与するライ

センス契約を締結していますが、このライセンス契約が何らかの事由で終了した場合、当社の損益に大きな影響を

与えます。

 

(5) 経営戦略の現状と見通し

　当社は長期的には、当社が創出した抗癌剤の製品売上高計上により利益を確保する計画ですが、その実現に向け

た開発資金の確保や開発体制の強化のために、当面は製薬企業等との戦略提携の実現を目指しています。

　CBP501の開発に関しては現在フェーズ1b試験拡大相の投与を終えた最終盤段階にあり、製薬企業等との戦略提携

を獲得するためのアライアンス活動を積極的に展開しています。

　また、前臨床試験以前の段階にあるCBP-A08、CBP-Bシリーズ、IDO/TDO阻害剤等の次世代パイプラインについて

も、早期アライアンス活動を行っています。

　さらに当社は、2019年10月10日付でアドバンテッジアドバイザーズ株式会社と以下の内容の事業提携契約を締結

し、同社の支援により、当社の企業価値向上と持続的な成長を図っています。

・製薬企業等との提携（ライセンス契約、共同研究等）獲得支援およびこれに関する市場調査・事例研究報告

等の協力

・投資家リレーション支援

・当社の持続的成長にかかる組織体制強化、プロジェクトマネジメント支援

 

(6) 資本の財源および資金の流動性についての分析

　当社は、研究開発型ベンチャーであり、将来は当社開発の抗癌剤の上市後に製品販売による収入を計上する計画

ですが、それまでの先行投資期間においては研究開発費の支出等から営業活動によるキャッシュ・フローはマイナ

スを計上する計画です。

　先行投資期間における営業活動によるキャッシュ・フローのマイナスについては、現在進めているアライアンス

活動で獲得する新規提携パートナーからの契約一時金やマイルストーン、受取研究開発費等の形で営業活動による

キャッシュ・フローの確保に努めるほか、必要に応じて適切な時期に資金調達等を実施し、財務活動によるキャッ

シュ・フローのプラスにより補填する方針です。

 

(7) 経営者の問題認識と今後の方針について

　当社の経営陣は、当社が行っている事業の環境について、入手可能な情報と経験に基づいた仮定により、経営判

断を行っています。医薬品市場においては、臨床上の治療満足度に改善の余地が大きい癌領域は新薬開発のター

ゲットとして有望な領域の一つとして考えられており、世界の製薬会社やバイオベンチャーが研究開発力の強化に

取り組んでいます。

　この癌領域においては近年、免疫チェックポイント阻害抗体の登場に伴い、パラダイムシフトとも言うべき市場

ニーズと開発環境の変化が起きています。免疫系抗癌剤との併用において重要な役割を果たす可能性のある当社の

候補化合物CBP501や、癌免疫に関する基礎研究成果を蓄積してきた当社にとって、このニーズ変化は千載一遇の機

会であると当社の経営陣は判断しています。

　当社は、これまでに蓄積してきた研究成果を生かし、世界の癌領域の市場のニーズに合致した抗癌剤を開発する

ことを目指します。
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3【経営上の重要な契約等】

　当第1四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
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第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

（1）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 35,000,000

計 35,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第1四半期会計期間末現
在発行数（株）
（2021年9月30日）

提出日現在発行数（株）
（2021年11月11日）

上場金融商品取引所名
または登録認可金融商
品取引業協会名

内容

普通株式 8,873,240 9,085,240
東京証券取引所

マザーズ市場
（注）1,2

計 8,873,240 9,085,240 － －

（注）1. 普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。

2. 1単元の株式数は100株です。

3. 「提出日現在発行数」欄には、2021年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は含まれていません。

 

（2）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

　当第1四半期会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権は以下のとおりです。

決議年月日 2021年9月2日

新株予約権の数（個）※ 55,554

新株予約権のうち自己新株予約権の数

（個）※
－

新株予約権の目的となる株式の種類※ 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数

（株）※
5,555,400(注)5
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新株予約権の行使時の払込金額※

1．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、

行使価額（以下に定義する。）に割当株式数を乗じた額とする。

2．本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の

額

本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭

の額（以下「行使価額」という。）は、当初360円（以下「当初行使価

額」という。）とする。但し、行使価額は本欄次項及び(注)6に定める

修正又は調整を受ける。

3．行使価額の修正

行使価額は、各修正日の前取引日の東京証券取引所における当社普通株

式の普通取引の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値）の

90％に相当する金額（計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その

端数を切り上げた金額。以下同じ。）に修正される。但し、上記の計算

の結果算出される金額が下限行使価額を下回る場合には、修正後の行使

価額は下限行使価額とする。(注)2(3)

 

新株予約権の行使期間※ 2021年9月30日から2023年9月29日

新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価格および資本組入額

（円）※

1．本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格

本新株予約権の行使により発行する当社普通株式１株の発行価格は、行

使請求に係る各本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額

に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別

記「新株予約権の目的となる株式の数」欄第１項記載の株式の数で除し

た額とする。

2．本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金

及び資本準備金

① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本

金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加

限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたとき

は、その端数を切り上げるものとする。

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本

準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める

増加する資本金の額を減じた額とする。

新株予約権の行使の条件※ 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項※

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要さないものとす

る。

（本新株予約権引受契約において、他の割当予定先以外の者に対して、第17

回新株予約権を譲渡する場合には、当社の取締役会による承認が必要である

ことについて合意した。）

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付

に関する事項※
該当事項なし。

※ 上記表中の記載は、本新株予約権の発行時（2021年9月29日）におけるものです。

(注) 1．本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等です。

2．当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質

(1)行使価額の修正基準

本注(3)を条件に、行使価額（別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項に定義する。以下同じ。）

は、各修正日（以下に定義する。）の前取引日（以下に定義する。）の株式会社東京証券取引所（以下「東

京証券取引所」という。）における当社普通株式の普通取引の終値（同日に終値がない場合には、その直前

の終値）の90％に相当する金額（計算の結果１円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。

以下同じ。）に修正される。
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「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当

社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限（一時的な取引制限も含む。）があった場合には、

当該日は「取引日」にあたらないものとする。

「修正日」とは、各行使価額の修正につき、本新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領した日（但

し、当該通知を当社が受領した時点において、東京証券取引所におけるその日の売買立会が終了している場

合は、その翌取引日）をいう。

(2)行使価額の修正頻度

本新株予約権の各行使請求に係る通知が行われる都度、修正される。

(3)行使価額の下限

別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項に従い修正される行使価額の下限は、180円（発行決議日の

直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の50％）とする（但し、(注)6に定め

るところに従って行使価額に対して行われる調整と同様の方法による調整に服する。）。

(4)割当株式数の上限

本新株予約権の目的となる株式の総数は5,555,400株（2021年6月30日現在の発行済株式総数8,738,540株に

対する割合は63.57％）、割当株式数は100株で確定している。但し、(注)6に記載のとおり、調整されるこ

とがある。

(5)本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額の下限

本注(3)に記載の下限行使価額にて本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額は、1,016,360,430円

である。但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。

3．本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項についての割当先との間の取決めの内容

本新株予約権の取得請求権

本新株予約権引受契約において、当社が発行する株式について、①公開買付者が当社の役員である公開買付け

（公開買付者が当社の役員の依頼に基づき公開買付けを行う者であって当社の役員と利益を共通にする者であ

る公開買付けを含みます。）が開始された場合、②上場廃止事由等が生じた若しくは生じる合理的な見込みが

ある場合、③組織再編行為が当社の取締役会で承認された場合、④支配権変動事由が生じた若しくは生じる合

理的な見込みがある場合、⑤スクイーズアウト事由が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合、又は

⑥東京証券取引所による監理銘柄に指定がなされた若しくはなされる合理的な見込みがある場合には、割当予

定先は、その選択により、当社に対して書面で通知することにより、本新株予約権の全部又は一部の取得を請

求することができる旨合意した（当該通知を送付した日を、「取得請求日」という。）。当社は、当該取得請

求に係る書面が到達した日の翌取引日から起算して5取引日目の日又は上場廃止日のいずれか早い日におい

て、本新株予約権1個当たり、当該取得請求日の前取引日における当社普通株式の普通取引の終値（当該取引

日において終値がない場合には、それに先立つ直近の取引日であって終値のある日における終値）から当該取

得請求日時点で有効な本新株予約権の行使価額を控除した金額に、当該取得請求日時点で有効な本新株予約権

1個当たりの目的である株式数を乗じた金額、又は本新株予約権１個当たりの払込金額のいずれか高い金額に

て、当該取得請求に係る本新株予約権を取得する。

4．当社の株券の売買に関する事項についての割当先との間の取決めの内容

該当事項なし。

5．新株予約権の目的となる株式の数

(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式5,555,400株（本新株予約権1個当たりの目

的である株式の数（以下「割当株式数」という。）は100株とする。但し、本注(2)乃至(4)により割当株式

数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後の割当株式数（以下「調整後割当

株式数」といい、本注(2)乃至(4)に定める調整前の割当株式数を「調整前割当株式数」という。）に応じて

調整される。

(2)当社が(注)6に従って行使価額（同注(2)に定義する。）の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式によ

り調整されるものとする。但し、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式におけ

る調整前行使価額及び調整後行使価額は、(注)6に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

調整後割当株式数 ＝

調整前割当株式数 × 調整前行使価額

調整後行使価額

(3)調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由にかかる(注)6(2)、(3)、(5)及び(6)並びに(8)による行使

価額の調整に関し、各々に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

(4)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権を有

する者（以下「本新株予約権者」という。）に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前割当株式

数、調整後割当株式数並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、(注)6(2)⑤及び

(6)④に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以

降速やかにこれを行う。

6．行使価額の調整
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(1)当社は、本新株予約権の発行後、本注(2)に掲げる各事由により当社の発行済普通株式に変更を生じる場合

又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「行使価額調整式」という。）により行使価

額を調整する。

    
既発行普通株式数 ＋

発 行 又 は 処 分 株 式 数 ×
１ 株 当 た り の 発 行

又 は 処 分 価 額

調 整 後

行 使 価 額
＝

調 整 前

行 使 価 額
×

時価

既発行普通株式数 ＋ 発行又は処分株式数

(2)行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期につ

いては、次に定めるところによる。

①本注(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当

社普通株式を処分する場合（無償割当てによる場合を含む。）（但し、新株予約権（新株予約権付社債

に付されたものを含む。）の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式

の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合

併により当社普通株式を交付する場合を除く。）

調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場

合はその効力発生日とする。）以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を

与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

②普通株式の株式分割をする場合

調整後行使価額は、当該株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

③本注(4)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は

時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付された

ものを含む。）を発行又は付与する場合

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行

使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日（募集に際して払込期

間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日、無償割当ての場合は効力発生日とす

る。）以降これを適用する。

但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用

する。

④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）の取得と引換えに本注(4)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合

調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

⑤上記①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取

締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記①乃至③にかかわらず、調整後の行使

価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当

該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法によ

り、当社普通株式を交付する。

交付普通株式数＝

（調整前行使価額 － 調整後行使価額） ×
調整前行使価額により当該期

間内に交付された普通株式数

調整後行使価額

この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

(3)①当社は、本新株予約権の発行後、下記②に定める特別配当の支払いを実施する場合には、次に定める算式

をもって行使価額を調整する。

調整後

行使価額
＝

調整前行使

価額
×

時価 ―
１株当たりの特

別配当

時価

「1株当たりの特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る当該事業年度の最終の基準日における本

新株予約権1個当たりの目的となる株式の数で除した金額をいう。1株当たり特別配当の計算については、

円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

②「特別配当」とは、2023年9月29日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日に

つき、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当（会社法第455条第２項及び第456条の規定により支払う金

銭も含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額

とする。）の額に当該基準日時点における本新株予約権１個当たりの目的である株式の数を乗じて得た金

額の当該事業年度における累計額をいう。
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③特別配当による行使価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第456条又は第

459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用する。

(4)その他

①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。

②行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日（但し、本注(2)⑤の場合は基準日）

に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引

の終値の平均値（終値のない日数を除く。）とする。

この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。

③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場

合にはその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における

当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とし、当該

行使価額の調整前に本注(2)、(3)又は(8)に基づき交付されたものとみなされた当社普通株式のうち未だ

交付されていない当社普通株式の数を加えた数とする。また、本注(2)⑤の場合には、行使価額調整式で

使用する発行又は処分株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通

株式の数を含まないものとする。

④行使価額調整式により算出された行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまるときは、行使

価額の調整は行わないこととする。但し、次に行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算

出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差し引い

た額を使用するものとする。

(5)当社は、当社が本新株予約権の発行後、本注(6)に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場

合又は変更を生じる可能性がある場合で、当社普通株式の新たな発行又は当社の保有する当社普通株式の処

分における払込金額（本注(6)②の場合は、取得請求権付株式に係る取得請求権又は新株予約権を当初の発

行条件に従い行使する場合の当社普通株式１株当たりの対価、本注(6)③の場合は、取得条項付株式又は取

得条項付新株予約権を取得した場合の当社普通株式1株あたりの対価（総称して、以下「取得価額等」とい

う。）をいう。）が、本注(6)において調整後行使価額の適用開始日として定める日において有効な行使価

額を下回る場合には、行使価額は当該払込金額又は取得価額等と同額（但し、調整後行使価額が下限行使価

額を下回ることとなる場合には、下限行使価額とする。）に調整される。但し、本号による行使価額の調整

は、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役その他の役員又は従業員に対してストック・オプショ

ン目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。

(6)本注(5)により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところに

よる。

①当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合（但し、無償割当て又

は株式の分割による場合、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の行使、取得請求

権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社

普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する

場合を除く。）

調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とする。）以降、又は

かかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の

翌日以降これを適用する。

②当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権

（新株予約権付社債に付されたものを含む。）を発行又は付与する場合

調整後行使価額は、払込期日（新株予約権の場合は割当日）以降又は（無償割当ての場合は）効力発生

日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その

日の翌日以降これを適用する。

③当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合

調整後行使価格は、取得日の翌日以降これを適用する。

④上記①及び②の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取

締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記①及び②にかかわらず、調整後行使価

額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該

承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、本注(2)⑤に定める算出

方法により、当社普通株式を追加的に交付する。

(7)本注(2)、(3)及び(6)のうち複数の規定に該当する場合、調整後行使価額がより低い金額となる規定を適用

して行使価額を調整する。

(8)本注(2)、(3)及び(6)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株

予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
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①株式の併合、合併、会社分割又は株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。

②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必

要とするとき。

③行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあ

たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(9)本注(1)乃至(8)により行使価額の調整を行うとき（下限行使価額が調整されるときを含む。）は、当社は、

あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正前又は調整前の行使価額、修正後又は調整後の行使価額

及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。但し、本注(2)⑤に定める場合その他適

用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。

7．自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件

当社は、当社が合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）をする場合、株式交換、株式移転若しくは株

式交付により他の会社の完全子会社となる場合又は東京証券取引所において当社の普通株式が上場廃止とされ

る場合、会社法第273条の規定に従って15取引日前に通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本

新株予約権1個当たり767円の価額で、本新株予約権者（当社を除く。）の保有する本新株予約権の全部を取得

する。
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　当第1四半期会計期間において会社法に基づき発行した転換社債型新株予約権付社債は以下のとおりです。

決議年月日 2021年9月2日

新株予約権の数（個）※ 49

新株予約権のうち自己新株予約権の数

（個）※
－

新株予約権の目的となる株式の種類※ 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数※

本新株予約権の行使により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有

する当社普通株式を処分（以下当社普通株式の発行又は処分を当社普通株

式の「交付」という。）する当社普通株式の数は、同時に行使された本新

株予約権に係る本社債の金額の総額を当該行使時において有効な転換価額

で除して得られる数とする。但し、1株未満の端数が生じた場合は、会社法

の規定に基づいて現金により精算する（当社が単元株制度を採用している

場合において、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合に

は、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現

金により精算し、1単元未満の株式はこれを切り捨てる。）。なお、かかる

現金精算において生じた1円未満の端数はこれを切り捨てる。

新株予約権の行使時の払込金額※

1.本転換社債型新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその

価額又はその算定方法

(1) 本転換社債型新株予約権１個の行使に際し、当該本転換社債型新株

予約権が付された各本社債を出資するものとする。

(2) 本転換社債型新株予約権１個の行使に際して出資される財産の価額

は、各本社債の金額と同額とする。

2.転換価額

(1) 各本転換社債型新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数

を算定するにあたり用いられる価額（以下「転換価額」という。）

は、360円とする。なお、転換価額は(注)5に定めるところに従い調

整されることがある。

(2) 2022年3月29日、2023年3月29日及び2024年3月29日（以下、「修正

日」という。）において、修正日まで（当日を含む。）の10連続取

引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平

均値（計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上

げた金額。以下「修正日価額」という。）が、修正日に有効な転換

価額を1円以上下回る場合には、転換価額は、修正日以降、修正日価

額に修正される。但し、上記の計算の結果算出される金額が下限転

換価額（(注)2(2)に定義する。）を下回る場合には、修正後の転換

価額は下限転換価額とする。

新株予約権の行使期間※ 2021年9月30日から2026年9月29日

新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価格および資本組入

額※

1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格

本転換社債型新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価

格は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」欄記載の転換価額（転換

価額が調整された場合は調整後の転換価額）とする。

2.本転換社債型新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加

する資本金及び資本準備金に関する事項

(1) 本転換社債型新株予約権の行使により株式を発行する場合において

増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出され

る資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満

の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(2) 本転換社債型新株予約権の行使により株式を発行する場合において

増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から

上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

新株予約権の行使の条件※ 各本転換社債型新株予約権の一部行使はできないものとする。
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新株予約権の譲渡に関する事項※

本新株予約権付社債は、会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めによ

り、本転換社債型新株予約権又は本社債の一方のみを譲渡することはでき

ない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付

に関する事項※
(注)6

新株予約権の行使の際に出資の目的とす

る財産の内容および価額※

1.本転換社債型新株予約権1個の行使に際し、当該本転換社債型新株予約権

が付された各本社債を出資するものとする。

2.本転換社債型新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各

本社債の金額と同額とする。

新株予約権付社債の残高(円）※ 749,994,000

※ 上記表中の記載は、本新株予約権付社債の発行時（2021年9月29日）におけるものです。

(注) 1.本転換社債型新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等です。

2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質

(1)行使価額の修正基準及び頻度

2022年3月29日、2023年3月29日及び2024年3月29日（以下、「修正日」という。）において、修正日まで

（当日を含む。）の10連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値（計算

の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。以下「修正日価額」という。）が、修

正日に有効な転換価額を1円以上下回る場合には、転換価額は、修正日以降、修正日価額に修正される。但

し、上記の計算の結果算出される金額が下限転換価額（以下に定義する。）を下回る場合には、修正後の転

換価額は下限転換価額とする。

(2)転換価額の下限

下限転換価額は、270円（当初転換価額に75％を乗じた額）とする（但し、(注)5に定めるところに従って転

換価額に対して行われる調整と同様の方法による調整に服する。）。

3.本転換社債型新株予約権に表示された権利の行使に関する事項についての割当先との間の取り決めの内容

該当事項なし。

4.当社の株券の売買に関する事項についての割当先との間の取り決めの内容

該当事項なし。

5.転換価額の調整

(1)転換価額の調整

①当社は、本新株予約権付社債の発行後、下記②に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生

じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「転換価額調整式」という。）に

より転換価額を調整する。

    
既発行普通株式数 ＋

発 行 又 は 処 分 株 式 数 ×
１ 株 当 た り の 発 行

又 は 処 分 価 額

調 整 後

転 換 価 額
＝

調 整 前

転 換 価 額
×

時価

既発行普通株式数 ＋ 発行又は処分株式数

②転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用

時期については、次に定めるところによる。

イ.時価（本注(2)②に定義される。以下同じ。）を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行

し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合（無償割当てによる場合を含む。）（但し、新

株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株

式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場

合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。）

調整後転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての

場合はその効力発生日とする。）以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権

利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

ロ.普通株式の株式分割をする場合

調整後転換価額は、当該株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
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ハ.時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は時価を下回る価

額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）を発行又は付与する場合

調整後転換価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で

行使されたものとみなして転換価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日（募集に際して払

込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日と

する。）以降これを適用する。

但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適

用する。

ニ.当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）の取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合

調整後転換価格は、取得日の翌日以降これを適用する。

ホ.上記イ乃至ハの場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、

取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記イ乃至ハにかかわらず、調整後の

転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日

から当該承認があった日までに本転換社債型新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、

次の算出方法により、当社普通株式を交付する。

交付普通株

式数
＝

（調整前転換価額－調整後転換価額） ×
調整前転換価額により当該期間内に交付

された普通株式数

調整後転換価額

この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

(2)①転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。

②転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日（但し、本注(1)②ホの場合は基準

日）に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式終値の平均値（終

値のない日数を除く。）とする。

この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。

③転換価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合

にはその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後転換価額を適用する日の1か月前の日における当

社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とし、当該転換

価額の調整前に本注(1)②又は本注(3)に基づき交付されたものとみなされた当社普通株式のうち未だ交付

されていない当社普通株式の数を加えた数とする。また、本注(1)②ホの場合には、転換価額調整式で使

用する発行又は処分株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式

の数を含まないものとする。

④転換価額調整式により算出された転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満にとどまるときは、転換

価額の調整は行わないこととする。但し、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出

する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差し引いた額

を使用するものとする。

(3)本注(1)②の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な転換価額の

調整を行う。

①株式の併合、合併、会社分割、株式交換又は株式交付のために転換価額の調整を必要とするとき。

②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要

とするとき。

③転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあ

たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(4)(注)2(1)により転換価額の修正を行う場合、又は本注(1)乃至(3)により転換価額の調整を行うときは、当社

は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正前又は調整前の転換価額、修正後又は調整後の転換

価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権付社債権者に通知する。但し、適用の日の前日まで

に前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。

6．当社が組織再編行為を行う場合は、本新株予約権付社債の繰上償還を行う場合を除き、承継会社等をして、組

織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に付された本転換社債型新株予約権の所

持人に対して、当該本転換社債型新株予約権の所持人の有する本転換社債型新株予約権に代えて、それぞれの

場合につき、承継会社等の新株予約権で、下記(1)乃至(10)に掲げる内容のもの（以下「承継新株予約権」と

いう。）を交付させるものとする。この場合、組織再編行為の効力発生日において、本転換社債型新株予約権

は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され、本転換社債型新株予約権の所持人は、承継新株予約権
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の所持人となるものとし、本新株予約権付社債の要項の本転換社債型新株予約権に関する規定は承継新株予約

権について準用する。

(1)交付される承継会社等の新株予約権の数

当該組織再編行為の効力発生日直前において残存する本新株予約権付社債の所持人が保

有する本転換社債型新株予約権の数と同一の数とする。

(2)承継会社等の新株予約権の目的たる株式の種類

承継会社等の普通株式とする。

(3)承継会社等の新株予約権の目的たる株式の数

承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編行為の条件を

勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、以下に従う。なお、転換価額は(注)2(1)と

同様の修正及び(注)5(1)乃至(3)と同様の調整に服する。

①合併、株式交換、株式移転又は株式交付の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等

の新株予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本転換社債型新株予約権を行使

した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編行為において受領する承継会社等の普通株

式の数を受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編行為に際して承継会社等の普通株式以外の

証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の公正な市場価値を承継会社等の普通株式

の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。

②その他の組織再編行為の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行

使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本転換社債型新株予約権を行使した場合に本新株

予約権付社債の所持人が得ることのできる経済的利益と同等の経済的利益を受領できるように、転換価額

を定める。

(4)承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法

承継会社等の新株予約権1個の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、承継会社等の新株予約権1個

の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。

(5)承継会社等の新株予約権を行使することができる期間

当該組織再編行為の効力発生日又は承継会社等の新株予約権を交付した日のいずれか遅い日から、別記「新

株予約権の行使期間」欄に定める本転換社債型新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6)承継会社等の新株予約権の行使の条件

別記「新株予約権の行使の条件」欄記載の事項に準じて決定する。

(7)承継会社等の新株予約権の取得条項

定めない。

(8)承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する

事項

承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第

17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと

きは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資

本金の額を減じた額とする。

(9)組織再編行為が生じた場合

本注記載の事項に準じて決定する。

(10)その他

承継会社等の新株予約権の行使により承継会社等が交付する承継会社等の普通株式の数につき、1株未満の

端数が生じた場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない（承継会社等が単元株制度を採用してい

る場合において、承継会社等の新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める

単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、1株未満の端数はこれを切り捨て

る。）。また、当該組織再編行為の効力発生日時点における本新株予約権付社債の所持人は、本社債を承継

会社等の新株予約権とは別に譲渡することができないものとする。かかる本社債の譲渡に関する制限が法律

上無効とされる場合には、承継会社等が発行する本社債と同様の社債に付された承継会社等の新株予約権

を、当該組織再編行為の効力発生日直前の本新株予約権付社債の所持人に対し、本転換社債型新株予約権及

び本社債の代わりに交付できるものとする。
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（3）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　当第１四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等にかかる新株予約権が以下のとおり行

使されています。

 
第１四半期会計期間

（2021年7月 1日から
2021年9月30日まで）

当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付

新株予約権付社債券等の数（個）
812

当該四半期会計期間の権利行使にかかる交付株式数（株） 81,200

当該四半期会計期間の権利行使にかかる平均行使価額等（円） 354.03

当該四半期会計期間の権利行使にかかる資金調達額（百万円） 28

当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価

額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計（個）
17,629

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新

株予約権付社債券等にかかる累計の交付株式数（株）
1,762,900

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新

株予約権付社債券等にかかる累計の平均行使価額等（円）
417.65

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新

株予約権付社債券等にかかる累計の資金調達額（百万円）
736

 

（4）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

2021年7月1日～

2021年9月30日

（注）

134,700 8,873,240 24,708 4,979,660 24,708 4,966,510

　（注）1. 新株予約権等の行使による増加です。

2. 2021年10月1日より2021年10月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が212,000株、資

本金および資本準備金がそれぞれ23,719,450千円増加しています。

3. 当社は、2021年6月25日付「調達資金の使途及び支出時期の変更について」において、現在残存している第15

回新株予約権の未行使分がすべて行使された場合に調達する資金234百万円について「2021年10月から2022年

3月の運転資金に充当予定」と公表していますが、2021年9月2日付取締役会決議に基づき発行された第17回新

株予約権の行使が先行すると考えられることから、第15回新株予約権の上記支出予定時期を「2023年7月から

12月の運転資金」に変更します。

　（変更前）

回号 具体的な使途
金額

（百万円）
支出予定時期

第3回転換社債型

新株予約権付社債

及び

第15回新株予約権

①CBP501臨床試験（フェーズ1b試験拡大

相）費用及び次相以降の臨床試験に使用

する薬剤の製造製剤化等の準備費用

223

2019年10月～2020年6月

及び

2020年11月～2021年7̃8月

②運転資金

（基礎研究費用、販売費及び一般管理費）
657

2020年7月～2021年5月頃

及び

2021年8月～2022年3月

③CBP501の臨床第2相試験ステージ1費用 270 2021年4月～2023年3月

 差引手取概算額 1,150  

 

 

EDINET提出書類

株式会社キャンバス(E23487)

四半期報告書

18/29



　（変更後）変更部分に下線を付しています。

回号 具体的な使途
金額

（百万円）
支出予定時期

第3回転換社債型

新株予約権付社債

及び

第15回新株予約権

①CBP501臨床試験（フェーズ1b試験拡大

相）費用及び次相以降の臨床試験に使用

する薬剤の製造製剤化等の準備費用

223

2019年10月～2020年6月

及び

2020年11月～2021年7̃8月

②運転資金

（基礎研究費用、販売費及び一般管理費）
657

2020年7月～2021年5月頃

及び

2021年8月～2021年9月

及び

2023年7月～2023年12月

③CBP501の臨床第2相試験ステージ1費用 270 2021年4月～2023年3月

 差引手取概算額 1,150  

 

（5）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

（6）【議決権の状況】

　当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（2021年6月30日）に基づく株主名簿による記載をしています。

 

①【発行済株式】

    2021年6月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 400 －

権利内容に何ら制限のな

い当社における標準とな

る株式

完全議決権株式（その他） 普通株式 8,735,900 87,359

権利内容に何ら制限のな

い当社における標準とな

る株式

単元未満株式 普通株式 2,240 － －

発行済株式総数  8,738,540 － －

総株主の議決権  － 87,359 －

 

②【自己株式等】

    2021年6月30日現在

所有者の氏名または名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

株式会社キャンバス
静岡県沼津市大手町

2丁目2番1号
400 － 400 0.00

計 － 400 － 400 0.00
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2【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第4【経理の状況】

1．四半期財務諸表の作成方法について
　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しています。

 

2．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期会計期間（2021年7月1日から2021年9月30日

まで）および第1四半期累計期間（2021年7月1日から2021年9月30日まで）にかかる四半期財務諸表について、有限責

任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けています。

 

3．四半期連結財務諸表について
　当社には子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成していません。
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1【四半期財務諸表】

（1）【四半期貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

(2021年6月30日)
当第1四半期会計期間
(2021年9月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,154,754 1,051,846

その他 109,089 54,557

流動資産合計 1,263,843 1,106,403

固定資産   

投資その他の資産 31,766 31,962

固定資産合計 31,766 31,962

資産合計 1,295,610 1,138,365

負債の部   

流動負債   

未払金 85,564 74,592

未払法人税等 18,716 4,136

その他 3,361 5,269

流動負債合計 107,643 83,998

固定負債   

転換社債型新株予約権付社債 749,994 749,994

固定負債合計 749,994 749,994

負債合計 857,637 833,992

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,954,952 4,979,660

資本剰余金 4,941,802 4,966,510

利益剰余金 △9,543,813 △9,742,718

自己株式 △297 △297

株主資本合計 352,642 203,154

新株予約権 85,329 101,219

純資産合計 437,972 304,373

負債純資産合計 1,295,610 1,138,365
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（2）【四半期損益計算書】

【第1四半期累計期間】

  （単位：千円）

 
前第1四半期累計期間
(自　2020年7月 1日
　至　2020年9月30日)

当第1四半期累計期間
(自　2021年7月 1日
　至　2021年9月30日)

事業収益 27,726 －

事業費用   

研究開発費 184,335 133,726

販売費及び一般管理費 53,490 61,543

事業費用合計 237,825 195,270

営業損失（△） △210,099 △195,270

営業外収益   

受取利息 30 9

為替差益 1,298 －

その他 6 －

営業外収益合計 1,335 9

営業外費用   

支払利息 1,885 1,890

株式交付費 － 1,280

その他 － 159

営業外費用合計 1,885 3,330

経常損失（△） △210,649 △198,591

税引前四半期純損失（△） △210,649 △198,591

法人税、住民税及び事業税 312 312

法人税等合計 312 312

四半期純損失（△） △210,962 △198,904
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を当第１四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当

該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお

りますが、利益剰余金期首残高に与える影響はありません。また、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取

扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。

 

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日。以下、「時価算定会計基準」といいま

す。）等を当第1四半期連結会計期間の期首より適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）第44－2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が

定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしています。なお、四半期財務諸表に与える影響はあり

ません。

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第1四半期累計期間（自　2020年7月1日　至　2020年9月30日）

 

1．配当に関する事項

　該当事項はありません。

 

2．株主資本の著しい変動に関する事項

　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第1四半期累計期間（自　2021年7月1日　至　2021年9月30日）

 

1．配当に関する事項

　該当事項はありません。

 

2．株主資本の著しい変動に関する事項

　該当事項はありません。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　当社は、医薬品事業の単一セグメントであるため、記載を省略しています。

 

（1株当たり情報）

　1株当たり四半期純損失金額および算定上の基礎は、以下のとおりです。

 
前第1四半期累計期間
（自　2020年7月 1日
至　2020年9月30日）

当第1四半期累計期間
（自　2021年7月 1日
至　2021年9月30日）

1株当たり四半期純損失金額（△） △29.89円 △22.48円

（算定上の基礎）   

四半期純損失金額（△）（千円） △210,962 △198,904

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式にかかる四半期純損失金額（△）（千円） △210,962 △198,904

普通株式の期中平均株式数（株） 7,056,355 8,847,931

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり

四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前

事業年度末から重要な変動があったものの概要

－ －

（注）潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失金額

であるため記載していません。
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（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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2【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

 

2021年11月10日

株 式 会 社 キ ャ ン バ ス 

 取 締 役 会 御 中  

    

 

有限責任監査法人 ト　ー　マ　ツ  

　　 静　　岡　　事　　務　　所  
 

 指定有限責任社員

 
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 森　　田　　　健　　司 印

 指定有限責任社員

 
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 石　　黒　　　宏　　和 印

       

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社キャンバ

スの2021年7月1日から2022年6月30日までの第23期事業年度の第1四半期会計期間（2021年7月1日から2021年9月30日ま

で）及び第1四半期累計期間（2021年7月1日から2021年9月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照

表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社キャンバスの2021年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了す

る第1四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかっ

た。

 

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に

記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人

としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断してい

る。

 

四半期財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切である

かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する

事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が

認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められ

ないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー

報告書において四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表

の注記事項が適切でない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められ

ている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況に

より、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準

に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸

表の表示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさ

せる事項が認められないかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事

項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて

いる場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

※1．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書

提出会社）が別途保管しております。

2．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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